
令和８年度障害者レクリエーション活動等実施事業業務委託 

企画提案競技 実施要領 

  

１ 委託業務名 

令和８年度障害者レクリエーション活動等実施事業業務委託 

 

２ 委託業務内容  

 障害者等の体力増強・交流・余暇等に資することを目的として、各種スポーツレクリ

エーション活動を実施する。 

※ 詳細は別紙「令和８年度障害者レクリエーション活動等実施事業委託仕様書」のと

おり 

 

３ 履行期間  

契約締結日から令和９年３月１２日（金）まで 

 

４ 予算額  

４７７，８００円 

※ この金額は本業務の契約締結に係る上限額（消費税及び地方消費税相当額を含む）   

 であり、この範囲内で予定価格を算定する。 

 

５ 応募要件  

 応募者又は提案する運営体制に含まれる主要な事業者が、以下のすべてを満たすこと。 

(１) 以下の全ての事項に該当すること。 

ア 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当しない者

であること。 

イ 埼玉県財務規則（昭和 39 年埼玉県規則第 18 号）第 91 条の規定により埼玉県の一

般競争入札に参加させないこととされた者でないこと。 

ウ 本件企画提案競技の公告日から本契約の成立までの期間に、埼玉県の契約に係る

入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止の措置を受けていない者であるこ

と。 

エ 本件企画提案競技の公告日から本契約の成立までの期間に、埼玉県の契約に係る

暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外等の措置を受けていない者であること。 

オ 主たる事務所が所在する都道府県における、法人都道府県税及び法人事業税に係

る滞納がないこと及び国税に係る滞納がないこと。 

（２）仕様書の内容を熟知し十分に理解した上で、本企画提案競技に参加できること。 

 



６ スケジュール 

公告日  令和８年４月 ２４日（金） 

質問受付期間 令和８年４月 ２４日（金）～４月 ２８日（火）１７時 

質問回答期限 令和８年５月  １日（金）１７時 

応募届提出期間 令和８年５月  ７日（木）～５月 １３日（水）１７時 

企画提案書受付期間 令和８年５月  ７日（木）～５月 １５日（金）１７時 

審査期間  令和８年５月下旬まで 

（審査委員会は５月２０日（水）に実施予定。ただし、審査委員

の都合等により変更の可能性もある。） 

審査結果通知 令和８年５月 ２２日（金） 

 

７ 応募方法  

 別紙１「応募届」を令和８年５月７日（木）から５月１３日（水）１７時までに、「15 応

募・問合せ先」宛て、電子メールにて提出すること。電子メール送信後、提出した旨を電話

で連絡すること。 

 

８ 企画提案競技に関する質問・回答  

 本企画提案競技要領及び仕様書に関する質問がある場合は、別紙４「令和８年度障害者レ

クリエーション活動等実施事業業務委託企画提案競技に関する質問書」を令和８年４月 

２８日（火）１７時までに、「15 応募・問合せ先」宛て、電子メールにて提出すること。電

子メール送信後、提出した旨を電話で連絡すること。 

質問に対する回答は、質問を行った事業者名を伏せたうえで、応募者全員に対し、その回

答を令和８年５月１日（金）１７時までに電子メールにより連絡する。 

なお、電話による質問には、軽易なものを除き応じない。 

 

９ 企画提案書等の作成・提出  

(１) 提出書類 

ア 会社概要（パンフレット可） 

※ 提案する運営体制に含まれる主要な事業者の会社概要についても提出するこ

と。 

イ 企画提案書（サマリーを含む） 

※ 応募者のほか、運営体制に含まれる主要な事業者を含めて１社１提案とするこ

と。 

※ 企画提案の概要をまとめたサマリーを別途添付すること。提案企画事項に沿っ

た形で記載すること。 

※ 企画提案書作成に当たっての留意事項は後掲「(４) 企画提案書の作成方法」の



とおり。 

ウ 見積書（経費内訳を含む） 

※ 提案企画の事項ごとの金額及び合計金額がわかる経費内訳を別途添付するこ

と。 

エ 別紙３「実施要領の「５ 応募要件」の全てに該当する旨の誓約書」 

(２) 提出期限 

   令和８年５月１５日（金）１７時  

(３) 提出方法 

  下記「15 応募・問合せ先」まで電子メールにて提出すること。到着が提出期限を過ぎ

たものは無効となる。提出後は必ず到達確認の電話をすること。 

(４) 企画提案書の作成方法 

ア 提案する企画は、提案上限額で実施可能な企画のみを記載すること。 

イ 仕様書の記載内容に加え、本事業の目的に照らし、追加で提案が可能な企画があ

る場合は、積極的に記載すること。 

ウ 提案する企画については、以下の企画提案書作成留意事項のとおりとすること。 

 

企画提案書作成留意事項 

１ 企画提案書記載内容 

(１) 委託業務の目的を踏まえた企画提案の理念と基本方針 

・本業務を実施する上での基本方針及び重要と考えるポイントを記載する。 

(２) 仕様書に沿って具体的な企画案を記載する。ただし、少なくとも、次の項目は記

載する。 

① 事業ごとの実施企画案 

② 広報計画 

③ 業務実施スケジュール 

④ 業務実施体制 

⑤ 類似業務の受注実績 

 

 

10  選定方法 

  選定方法の詳細は、県が設置する審査委員会で決定する。  

  また、提出書類を提出した事業者が１者のみの場合にも、上記選定方法により、当該事 

業者の選定の可否を決定する。 

(１) 審査方法 

契約先候補者選定にあたっては、書面審査を実施する。審査の結果、総合点が最も

高い者を契約先候補者とする。総合点が同じ者が２者以上いる場合には、審査委員会



契約先候補者を決定する。 

（２）審査日程  

令和８年５月２０日（水）（予定） 

ただし、審査委員の都合等により変更の可能性もある。 

 

11 選定結果通知 

 審査の結果については、全ての応募者に文書で結果を通知する。審査委員会による審査の

内容に関する質問は一切受け付けない。 

 

12 契約の相手方の決定方法及び契約方法 

契約先候補者（審査の結果、総合点が最も高かった提案者）と業務履行に必要な協議を行

い、協議が整った場合は契約先候補者から改めて見積書を徴収し、見積書を精査の上、随意

契約による委託契約を締結する。 

また、契約先候補者と協議が整わない場合は、総合点が２番目に高かった者と改めて協議

を行う。以下同様の方法により、総合点が３番目に高かった者までが契約の相手方となる可

能性を持つものとする。 

歳入歳出予算の当該金額に減額や執行可能時期の遅れ等があったとき等、緊急等やむを

得ない場合は、企画提案競技の停止、中止又は取り消すことがある。なお、この場合におい

て 当該企画提案競技に要した費用を埼玉県に請求することはできない。 

※ 契約の相手方は、埼玉県財務規則第８１条第１項の規定により契約締結の日までに

契約保証金 (契約金額の１％以上)を納付する。ただし、埼玉県財務規則第８１条第２

項いずれかに該当する場合は、これを免除する。 

 

 13  辞退 

 やむを得ず本選考を辞退する場合は、令和８年５月１９日（火）１７時までに、別紙２「辞

退届」を「15 応募・問合せ先」宛て、電子メールにて提出すること。電子メール送信後、

提出した旨を電話で連絡すること。 

 

14 その他  

（１）企画提案応募にかかる費用は応募者の負担とする。 

（２）次のいずれかに該当する申込みは無効とする。 

ア 談合その他不正行為が行われたと認められるもの。 

イ 資格審査の結果、参加資格がないと認められるもの。 

ウ 虚偽の申請により資格を得た者が提出したもの。 

エ 指定する提出期限を超えて提出（到達）したもの。 

オ 応募届に代表者の記名がないもの。 



カ 委託料上限額を超える金額で見積書を提出したもの。 

キ 見積金額を訂正したもの。 

ク 「９ 企画提案書等の作成・提出」に示す提出書類がないもの。 

（３）緊急時等やむを得ない理由等により、企画提案競技を実施することができないと認

められる場合は、企画提案競技を停止、中止又は取り消すことがある。なお、この場合

において当該企画提案競技に要した費用は埼玉県に請求することはできない。 

 

15 応募・問合せ先  

  埼玉県県民生活部スポーツ振興課 スポーツ普及担当  

  〒330-9301 さいたま市浦和区高砂３－１５－１  

  電 話：048-830-6953 

  Ｅ-mail：a6940-04@pref.saitama.lg.jp 

mailto:a6940-04@pref.saitama.lg.jp

